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1 R6.7.19 R6.8.2
6環改車第248号「『自転車シェアリングに関
する利用促進ＰＲ業務委託』に係る企画審査
会の選定結果について」

14 1 1 1 1 別紙のとおり
環境局 環境改善部 自動車環
境課

2 R6.7.16 R6.8.9

環境局調査研修担当（○○（氏名）氏）が所
有する、収受及び発信等一切の文書及び廃棄
文書録（５３条文書管理規則）。廃棄に関す
る一切の文書（存在するすべて）

東京都情報公開条例第６条第１項は、公文書の開示の
請求方法を定め、開示請求は同項各号に定める事項を
明らかにして行わなければならないとし、同項第２号
で「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事
項」の記載について定めている。本件開示請求におい
ては、開示請求に係る公文書特定のために、補正依頼
を行ったが、開示請求者から「開示請求に係る公文書
を特定するために必要な事項」の補正がなく、同号の
「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事
項」の記載に不備があり、開示請求に係る公文書を特
定することができないと認められたことから、開示請
求を却下するものである。

環境局 総務部 総務課

3 R6.7.26 R6.8.9 令和6年7月23日付開示請求書の補正について 2 1 1
宛名については、特定の個人を識別できる情報である
ため、東京都情報公開条例第７条第２号に該当するた
め

環境局 総務部 総務課

4 R6.7.29 R6.8.9
○○参与が幹部等都職員とこんだん、協議し
たことを示す文書の全て

1
請求の公文書については、作成または取得しておらず
存在しない。

環境局 総務部 環境政策課

5 R6.7.4 R6.8.21 火薬類の帳簿（写） 5 1 1 1

「譲受数」、「譲渡し数」、「受け数」、「払い
数」、「庫外在庫」欄は法人に関する事業運営情報で
あり、公にすることで事業者の競争上又は事業運営上
の地位が損なわれるため、条例第７条第３号に該当。
「氏名」、「住所」、「許可番号」欄は特定の個人を
識別できる情報または、法人に関する事業運営情報で
あり、公にすることで事業者の競争上又は事業運営上
の地位が損なわれるため、条例第７条第２号及び第３
号に該当。

環境局 多摩環境事務所 管理
課

6 R6.7.4 R6.8.21

○○（法人名）の行政処分で開示された書類
からは、庫外貯蔵場所の外で実包が放置され
ていたと思われるが、保管場所違反の行政処
分が行われていない理由が分かる資料

1
請求内容に係る公文書は作成及び取得しておらず、存
在しない。

環境局 多摩環境事務所 管理
課

7 R6.8.7 R6.8.21

・図師小野路歴史環境保全地域急傾斜地崩壊
防止工事
施工体系図
・多摩東寺方緑地保全地域急傾斜地崩壊防止
工事
施工体系図

2 1 1
・個人の氏名
特定の個人を識別することができるものであるため、
東京都情報公開条例第７条第２号に該当。

環境局 自然環境部 緑環境課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R6.8.8 R6.8.21

東京都新宿区西新宿三丁目19番1号、東京都
交通局 渋谷自動車営業所新宿支所における
過去から現在までの下記の公文書
・都民の健康と安全を確保する環境に関する
条例（土壌・地下水汚染対策関連）の届出書
資料

1
本請求にかかる公文書は実施機関において保有してお
らず存在しない。

環境局 環境改善部 化学物質
対策課

9 R6.7.16 R6.8.26

・下水道施設に適用するペロブスカイト太陽
電池の共同研究に関する覚書（令和４年12月
１日付）
・都有施設におけるペロブスカイト太陽電池
の実装検証事業に関する協定書（令和６年４
月３日）
・4環気計第306号「下水道施設に適用するペ
ロブスカイト太陽電池の共同研究に関する覚
書の締結について」起案原議

14 1 1
公にすることにより、印影の偽造を容易にし、犯罪の
予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

環境局 気候変動対策部 計画
課

10 R6.7.16 R6.8.26

・屋内におけるペロブスカイト太陽電池の有
効性実証事業に関する協定書（令和５年６月
19日付）
・ペロブスカイト太陽電池の有効性実装検証
事業に関する協定書（令和６年３月15日付）
・5環気計第246号「屋内におけるペロブスカ
イト太陽電池の有効性実証事業に関する協定
書の締結について」
・5環気計第1038号「ペロブスカイト太陽電
池の有効性実装検証事業に関する協定書の締
結について」
・6環気計第14号「都有施設におけるペロブ
スカイト太陽電池の実装検証事業に関する協
定書の締結について」

7 1
環境局 気候変動対策部 計画
課

11 R6.8.22 R6.8.29
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施
設届出書（24環自水届第77号）、特定有害施
設使用廃止届出書（６環自水届第96号）

12 1 環境局 自然環境部 水環境課



別紙

書類名 不開示部分 根拠規程 不開示とする理由

別紙１　審査結果報告書 項目別評価の各点数（合計点以外）

別紙１　審査結果報告書 委員別評価の各点数（合計点以外）

別紙１　審査結果報告書 委員のうち、外部評価委員の名前
東京都情報公開条例
第７条第２号

個人を特定する情報であるため。

別紙３　事業者一覧 事業者名のうち、不開示とした事業者

別紙４　実施報告書 事業者名のうち、不開示とした事業者

別紙４　実施報告書 審査委員のうち、外部委員の氏名及び所属
東京都情報公開条例
第７条第２号

個人を特定する情報であるため。

一部開示の不開示部分及び不開示理由

東京都情報公開条例
第７条第６号

契約に関する情報であって、公にすることにより事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため。

東京都情報公開条例
第７条第３号

入札参加事業者の情報を公にしておらず、各社の評価点が公になることで、事業
者の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため。


